
 

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日 

鉄 道 局 鉄 道 事 業 課 

 

 
ＪＲ北海道の運賃及び料金の上限変更認可について 

 

 

 

  

 

 

鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認

可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法１６条第２項に基づき、能率的

な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査す

ることとされており、また、同法第６４条の２に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされ

ています。 

令和元年５月１０日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の上限

変更について、運輸審議会に諮問したところ、７月２５日に「認可することが適当である」旨の答申が

出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 

 

■運賃及び料金の改定概要 

（背景） 

○ＪＲ北海道は営業損益で▲５２０億円の赤字、経営安定基金運用益を充てても、なお、▲１９８億

円もの経常赤字となっている等、極めて厳しい経営状況である。（平成３０年度決算） 

○一方で、引き続き、列車運行の安全確保のための設備投資や修繕費の確保が必須な状況にあ

る。 

○今後、利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区の維持や鉄道の競争

力を維持するための輸送サービス改善など利用者利便の維持向上のため、ＪＲ北海道の徹底し

た経営努力を前提に関係者からの支援を受けつつ、令和元年１０月の消費税改定と合わせて４０

億円規模の運賃改定を行うもの。 

 

（変更内容） 

○普通旅客運賃及び定期旅客運賃ともに約１．１～１．３倍の値上げ 

  初乗り運賃 ： １７０円  ⇒ ２００円  

○運賃に加え、料金の改定を行うことは過重な負担となること、都市間輸送はバス等との競争が厳

しいことも踏まえ、改定は消費税率転嫁分のみとする。 

○加算運賃 ： １４０円  ⇒ ２０円に減額 

      （南千歳～新千歳空港間の鉄道施設の設備投資資金の回収が進んだため） 

       札幌～新千歳空港の運賃  （現行）１，０７０円     →   （改定案） １，１５０円 

                       （930 円（普通）＋140 円（加算））    (1,130 円（普通）＋20 円（加算）) 

       ※ 今回の認可を受け、ＪＲ北海道より届出予定 

令和元年５月１０日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の

上限変更については、７月２５日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が

出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 

北海道運輸局同時発表 



○実施予定年月日 ： 令和元年１０月１日 

 ○改定率（平均支払い運賃額の増加率）     ○収入実績及び推定             （単位：億円）  

 

 

 

 
 
 

 

 

※消費税率改定分も含む 

※定期運賃の割引率（通勤４８．９％、 

通学７２．４％）は据置き 

 

○主な利用者サービスの向上策 

  別紙参照 

  

＜参考＞ 

○鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号） 

（旅客の運賃及び料金） 

第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金（以下「旅客運賃

等」という。）の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に

適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 

３～５ （略） 

 

（運輸審議会への諮問） 

第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らな

ければならない。 

一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 

二～五 （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   改定率 

 普通運賃  １５．７％ 

 定期運賃  ２２．４％ 

 料金  １．８％ 

 全体  １１．１％ 

 

平成２９年度 

（実績） 

令和２～４年度推定 

（３年間平均） 

現 行 改 定 

収   入 １，２１５ １，１７３ １，２１３ 

原 価※ １，４６４ １，３４５ １，３４５ 

差引損益  ▲２４９  ▲１７２  ▲１３２ 

収 支 率 ８３．０％ ８７．２％ ９０．２％ 

連絡先 国土交通省鉄道局 

鉄道事業課旅客輸送業務監理室 中田、鍋釜、髙橋 

TEL:03-5253-8111(内線40642,40634) 

TEL:03-5253-8543(直通)  FAX: 03-5253-1633 

※認可申請上の計算方式によるものであり、実際の費用と 

は異なる 


